
住宅確保要配慮者入居促進事業の流れ 

 

 

 

 

 区各所管窓口（住まいの相談） 

住宅課 

各登録不動産事業者（賃貸人） 

高齢者/ひとり親世帯/障害者/低額所得者 

➁情報提供依頼 

➀情報提供依頼 

➃情報提供 

➄内覧、契約、入居 

※高齢者、障害者は既存のあっせん制度などと連携 

相談者 

連携 

③物件情報提供 

 不動産店紹介 

⑥成約時に 

 協力金支払い 


